
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

障害者・ひきこもり等就労相談支援センター 

【対象者】 

かつらぎ町に住民票がある、次のいずれかに該当する方 

① 障害福祉サービスを利用していない障害のある方 

② ひきこもり期間の長い方 

 

【センターの取組内容】 

① 相  談 

社会との関りが難しいなどの理由で、就労できないなどの相談に専門職が応じます。 

当事者はもちろん、ご家族などからの相談も受け付けています。 

 

② 業務紹介 

 利用者の適性に応じての、お仕事を紹介します。 

 

【受付時間】 

   午前 9時～午後 5時（土日祝除く） 

 

【相談・問合せ先】 

   ＮＰＯ法人 よつ葉福祉会                   

   かつらぎ町佐野６７７－１   電話 0736-22-3271 

   お問合せメールフォーム：yotsuba-hukushikai.or.jp/contact/ 

ひとりで悩まないで、お話をきかせてください 

就労相談支援センターは、ひきこもりに悩む 

ご本人・ご家族・ご友人に寄り添い、無理せず 

ゆっくり前に進めるようお手伝いをいたします。 

かつらぎ町役場 住民福祉課   電話 ０７３６－２２－０３００ 


